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 平成 29 年３月 23 日（木曜日）号外第２号 

  規則 

 ◎ 特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則（５・県民協

働課） 

 ◎ 佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（６・こども家庭課） 

  人事委員会事項 

 ◎ 佐賀県職員の配偶者同行休業に関する規則の一部を改正する規則（規則・５）

 


